
        奈良県胃がん検診（胃部エックス線検診）実施要領   
１．目的 胃がんは、奈良県で多くみられるがんで、これを早期に発見し早期治療に結びつけることは、胃がんの予防対策上、重要な課題である。市町村は胃がんの早期発見、早期治療のために胃がん検診を積極的に実施し胃がんの正しい知識の普及を図り、住民の健康水準の向上に寄与するものとする。  
２．実施主体 実施主体は、市町村とする。 市町村は、医師会、検査機関、保健所、その他関係機関の協力を得て実施するものとする。  
３．対象者 当該市町村の区域内に居住地を有する 50 歳以上の者。なお、妊娠中の者および妊娠の疑いのある者、過去に造影剤の副作用※があった者、当日体調不良の者、検査に耐えうる状態でない者は、放射線障害防止及び安全性の見地から受診させないものとする。（※ショック、気分不快、アレルギー、誤嚥等） 但し、当面の間、40 歳以上の対象者への年 1 回の胃部エックス線検査は継続してもよい。    
４．検診項目 検診項目は、（１）問診、（２）胃部エックス線検査とする。 （１）問診は、現在の病状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。 （２）胃部エックス線検査は、間接撮影、直接撮影、デジタル方式のいずれも可とする。 間接撮影は、10×10cm 以上のフィルムを用い、撮影方法は、被曝線量の低減を図るため、 イメージ・インテンシファイア方式が望ましい。撮影枚数は最低８枚とする。 撮影の体位及び方法は、日本消化器がん検診学会が平成２３年３月に発行した「新・胃Ｘ線撮影法（間接・直接）ガイドライン改訂版（2011 年）」に準拠する。検査の施行に当たっては、検査機器の定期的な保守を行い、造影剤の濃度・量などを適切に管理し、副作用の発現に注意し、検査中の受診者の様子には万全の注意を払い、安全性の確保に努めなければならない。  （ ３ ） 胃 部 エ ッ ク ス 線 検 査 に お け る 診 断 区 分 ・ 指 示 区 分 及 び 事 後 管 理 区 分                                                                                                                                           この要領において、「診断区分・指示区分」は次のとおりとする。 ０  評価困難：病変存在の判定が困難 （追加検査必要、０ａ:Ｘ線検査、０ｂ:内視鏡検査） １  異常なし：精密検査不要 ２  良性：２ａ:精密検査不要、２ｂ:( )ヶ月後経過観察※    ※２ｂの（ ）内は医師の判断によるが、６ヶ月または１２ヶ月を基本とする。 ３  良性、但し悪性を否定できず：精密検査 ただし、以下に亜分類する。 3a：病変存在は確実でほぼ良性であるが、悪性を否定できない（良性でも治療を要すると考えられるものを含む） 3b：悪性の可能性があるが、病変存在の判定または質的診断が不確実である。 ４  悪性の可能性（または疑い）：至急精密検査 
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５  悪性（確定診断）：至急精密検査 ６  消化管外病変：精密検査必要（適切な検査法を明記）     この要領において、「事後管理区分」は次のとおりとする。 Ａ：著変なし：著しい異常を認めないもの Ｂ：経過観察：異常を認めるが、治療が必要でないもの Ｃ：通院治療：治療を要すると判断されるもの Ｄ：精検継続：疾病を認め、悪性化の判定のためさらに追加検査を要するもの Ｅ：入院治療：悪性その他の理由で、高度な治療を要するもの  
５．実施方法 （１）事前準備 市町村は、あらかじめその地域の胃がん発見の現状や対象者の把握を図り、所轄保健所、地区医師会、検査機関等と十分連携を図るものとする。 （２）対象者の把握 市町村は、過去の胃がん検診結果を踏まえながら、新規対象者の把握に努めること。また、検診未受診者にがんの発見が多いことから、計画検診の実施や未受診者に対する受診勧奨等、検診の効率化を図るものとする。    ※胃がん検診のためのチェックリスト【市町村用】（別添）１．検診対象者参照 （３）検診の場所 医師の指導および管理のもとに、あらかじめ市町村の指定する場所で行う。 （４）実施方法 実施方法は、集団検診方式と個別検診方式とする。  
６．検診方法 （１）集団検診方式 ア． 受診票の交付 市町村は、胃がん検診を希望する者に集団検診方式、個別検診方式の趣旨を説明し、胃がん集団検診申込受付簿を独自に作成する。 イ． 検診方法 市町村は、検診当日に胃がん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書（様式１）を作成し、同時に受診者が記入した（原則として自己記入）胃がん検診票（様式２）に基づいて、記載事項を確認する。検診実施機関は胃がん検診票を参考に胃部エックス線撮影を行う。担当する技師は日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師であることが望ましい。 ウ． 胃部エックス線写真の所見 胃部エックス線写真は、原則として十分な経験を有する２名以上の医師（うち 1 人は日本消化器がん検診学会認定医とする）  が読影し、胃がん検診票に所見および診断・指示区分を記載する。 エ． 胃がん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書 胃部エックス線写真の所見および診断・指示区分を検査機関が胃がん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書（様式１）に転記し、市町村に報告する。 
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市町村は、胃がん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書（様式１）に基づいて、受診者に通知または指導する。 オ． 経過観察を要する受診者 検診実施機関は、受診結果を整理するとともに、経過観察を要する受診者{２．良性（２ｂ（ ）ヶ月後経過観察）}を要経過観察者とする。 市町村は、要経過観察者に医師の指示した（ ）ヶ月後の医療機関への受診勧奨または、１２ヶ月後経過観察の場合は、翌年度の検診の受診勧奨を行う。また、要経過観察者の（  ）ヶ月後の医療機関受診または翌年度の検診受診の有無を把握することが望ましい。 また、2b と判定された受診者の多くは慢性胃炎（特にヘリコバクター・ピロリ菌(以下ピロリ菌)に関連する胃炎）であり、胃がん検診受診者にはピロリ菌に関する情報提供を行った上で慢性胃炎と判定された場合はその旨を通知する。 カ． 精密検査を要する受診者 検診実施機関は、受診結果を整理するとともに、精密検査を要する受診者（３．良性、但し悪性を否定できず、４．悪性の可能性（または疑い）、５．悪性（確定診断） ６．消化管外病変）を要精検者とし、胃がん検診確定診断連絡票（様式３）を作成する。市町村は、要精検者に精密検査医療機関への受診勧奨を行う。  キ． 精密検査医療機関 検診実施機関は、要精検者が希望する精密検査医療機関に、胃がん検診確定診断連絡票を送付する。また、精密検査医療機関は、送付された胃がん検診確定診断連絡票に、精密検査結果および事後管理区分結果を記載し検査機関経由のうえ、市町村に報告するとともに、要精検者に対する結果説明および指導を行う。 ク． 市町村の事後指導 精密検査医療機関で、治療を要すると判断された者（ 通院治療、精検継続、入院治療）に治療の勧奨または確認をする。  （２） 個別検診方式 ア． 受診票の交付 市町村は、胃がん検診を希望する者に集団検診方式、個別検診方式の趣旨を説明し、胃がん検診受付名簿（兼）結果名簿（様式４）を作成し、同時に、胃がん検診受診票（様式５）を受診者に交付する。 イ． 検診方法 検診実施機関は、胃がん検診受診票（様式５）を受理し、胃部エックス線撮影を実施する。 ウ． 胃部エックス線写真の所見 胃部エックス線写真の読影は、市町村で設置された専門医から構成する「胃がん読影委員会」で行うことを基本とする。市町村は、読影委員会の設置に関して、地区医師会及び所轄保健所と協議を行う。検診実施機関は、読影委員会の結果を受けて、胃がん検診票（兼）結果票（様式６－１・２）の所定欄に所見および診断・指示区分を記入し、市町村に送付するとともに、胃がん検診委託料請求書（様式７）によって検診料金を市町村に請求する。受診者への結果通知は、市町村長と地区医師会長の間で交わされた胃がん検診委託契約に定めるところにより、検診実施機関あるいは市町村が行うものとする。 
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エ． 経過観察を要する受診者 検診実施機関は、受診結果を整理するとともに、経過観察を要する受診者{２．良性（２ｂ（ ）ヶ月後経過観察）}を要経過観察者とする。 市町村は、要経過観察者に医師の指示した（ ）ヶ月後の医療機関への受診勧奨また は、１２ヶ月後経過観察の場合は、翌年度の検診の受診勧奨を行う。また、要経過観察者の（  ）ヶ月後の医療機関受診または翌年度の検診受診の有無を把握することが望ましい。  また、2b と判定された受診者の多くは慢性胃炎（特にヘリコバクター・ピロリ菌(以下ピロリ菌)に関連する胃炎）であり、胃がん検診受診者にはピロリ菌に関する情報提供を行った上で慢性胃炎と判定された場合はその旨を通知する。  オ． 精密検査を要する受診者 精密検査を要する受診者（３．良性、但し悪性を否定できず、４．悪性の可能性（または疑い）、５．悪性（確定診断）、６．消化管外病変）については、検診を実施した検診実施機関において適切な指導（精密検査医療機関の紹介及び受診勧奨等）を行う。又、検診実施機関は、胃がん精密検査依頼書（兼）結果通知書（様式８－１・２・３）を作成し、受診者（要精検者）に精密検査受診の際に持参させる。精密検査医療機関は精密検査依頼書（兼）結果報告書（様式８－２および３）により検診実施機関に報告する。検診実施機関は、精密検査医療機関から上記胃がん精密検査依頼書（兼）結果通知書（様式８－３）により報告を受けた精密検査結果を市町村に報告する。 市町村は、精密検査未受診者への受診勧奨に際しては、検診実施機関に照会するとともに、不安を与えぬよう十分配慮し、適切な指導を行う。  （３）報告 市町村は検診結果を、集団検診方式にあっては胃がん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書（様式１）、個別検診方式にあっては胃がん検診受付名簿（兼）結果名簿（様式４）、また、精検対象者にあっては、胃がん検診要精検者名簿（様式９）の結果に基づいて、市町村がん検診結果報告書総括表様式及び診断・指示区分報告書を作成して、毎年６月末日までに速報値を、12 月末までに確定値を管轄保健所に報告するものとする（中核市は県健康づくり推進課に報告）。 県保健所は、管内市町村の市町村がん検診結果報告書総括表様式及び診断・指示区分報告書のデータをとりまとめ、毎年７月末までに速報値を、１月末までに確定値を県健康づくり推進課に提出するものとする。  
７．精度管理 （１） 検診実施機関については、国の「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」（がん検診事業の評価に関する委員会報告書（平成２０年３月）。以下「報告書」という。）の「胃がん検診のためのチェックリスト【検診実施機関用】」（別添）を満たしていることを基本とする。 （２） その他、精度管理については、奈良県市町村がん検診精度管理要領によるものとする。  
８．検診料金等 （１） 検診料金等については、市町村と検診実施機関（又は検診実施機関をとりまとめる地
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区医師会）との契約に定めるところによるものとする。 （２） 精密検査の費用については、受診者が精密検査医療機関に所定料金を支払う（医療保険扱い）。  
９．個人情報の保護 この検診により業務を担当したすべての関係者は、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月 30 日 法律第 57 号）」 等の関係法令及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成 16 年 12 月 24 日〔平成 18 年４月改正、平成22 年９月改正〕厚生労働省）」等に留意し、検査結果の取扱い等の秘密保持に努めなければならない。   （附則） この要領は平成６年４月 1 日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成８年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 10 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 14 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 17 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 18 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 19 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 20 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 22 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 23 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 24 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 25 年４月１日より施行する。 （附則） この改正後の要領は、平成 29 年４月１日より施行する。      
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【参 考】     ◆◆◆◆診断・指示区分の説明内容診断・指示区分の説明内容診断・指示区分の説明内容診断・指示区分の説明内容        ＊病名の併記について   以下の説明とともに個別に病名を併記することが望ましい（“胃ポリープ”“胃隆起性病変（疑い）”など）。特に慢性胃炎については胃がんリスクとされるヘリコバクター・ピロリ菌との関連を有する場合が多いため、併記を原則とする。 ０：今回の検査では必ずしも異常所見があったわけではありませんが，より確実に異常なしと 判定するための検査をおすすめします。 １：正常範囲内の結果でした。 2a：良性の病変がありますが，精密検査は必要ありません。 2b：良性の病変があります。今すぐに精密検査を受ける必要はありませんが，必ず来年も検診を 受けてください。（慢性胃炎と診断された場合は配布されたリーフレットをお読みいただき、参考になさってください。 3a：良性の病変がありますが，悪性の可能性を完全には否定できません。また、良性でも治療を要する場合がありますので精密検査を受けていただく必要があります。 3b：良性の病変がありますが、悪性の可能性を否定できません。精密検査を受けていただく必要があります。 4：悪性病変の可能性があります。急いで消化器専門医を受診して精密検査を受けてください。 5：悪性病変の可能性が高いと考えられます。急いで消化器専門医を受診して精密検査を受けて ください。 6：胃の周囲に病変が疑われます。精密検査として（  ）検査を受けてください。     ◆◆◆◆胃がん胃がん胃がん胃がん検診検診検診検診診断基準診断基準診断基準診断基準についてについてについてについて    カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー・指示区分・指示区分・指示区分・指示区分    所見所見所見所見    想定される疾患想定される疾患想定される疾患想定される疾患    備考備考備考備考    0000    評価困難評価困難評価困難評価困難    判定が難しい所見判定が難しい所見判定が難しい所見判定が難しい所見    腸管との重なり，体動，残渣，粘膜腸管との重なり，体動，残渣，粘膜腸管との重なり，体動，残渣，粘膜腸管との重なり，体動，残渣，粘膜面への残渣，粘液などの残留による面への残渣，粘液などの残留による面への残渣，粘液などの残留による面への残渣，粘液などの残留による評価困難例評価困難例評価困難例評価困難例    0a:X0a:X0a:X0a:X 線再検線再検線再検線再検    0b:0b:0b:0b:内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡    1111    異常なし・精査不要異常なし・精査不要異常なし・精査不要異常なし・精査不要    萎縮性変化なし萎縮性変化なし萎縮性変化なし萎縮性変化なし    正常粘膜正常粘膜正常粘膜正常粘膜        2a2a2a2a    良性良性良性良性・精査不要・精査不要・精査不要・精査不要    良性と考えられる局所良性と考えられる局所良性と考えられる局所良性と考えられる局所所見所見所見所見    背景に背景に背景に背景に萎縮性変化なし萎縮性変化なし萎縮性変化なし萎縮性変化なし    胃底腺ポリープ，十二指腸潰瘍瘢痕，胃底腺ポリープ，十二指腸潰瘍瘢痕，胃底腺ポリープ，十二指腸潰瘍瘢痕，胃底腺ポリープ，十二指腸潰瘍瘢痕，食道裂孔ヘルニア，胃憩室，十二指食道裂孔ヘルニア，胃憩室，十二指食道裂孔ヘルニア，胃憩室，十二指食道裂孔ヘルニア，胃憩室，十二指腸憩室など腸憩室など腸憩室など腸憩室など    個 々 の 所 見個 々 の 所 見個 々 の 所 見個 々 の 所 見によりによりによりにより 1111,2b,2b,2b,2bにしてよいにしてよいにしてよいにしてよい    2b2b2b2b    良性良性良性良性・要経過観察・要経過観察・要経過観察・要経過観察    萎縮性変化あり、萎縮性変化あり、萎縮性変化あり、萎縮性変化あり、またはまたはまたはまたは既知の胃粘膜下腫瘍既知の胃粘膜下腫瘍既知の胃粘膜下腫瘍既知の胃粘膜下腫瘍    慢性胃炎（萎縮性胃炎），胃潰瘍瘢痕，慢性胃炎（萎縮性胃炎），胃潰瘍瘢痕，慢性胃炎（萎縮性胃炎），胃潰瘍瘢痕，慢性胃炎（萎縮性胃炎），胃潰瘍瘢痕，胃過形成性ポリープ胃過形成性ポリープ胃過形成性ポリープ胃過形成性ポリープなどなどなどなど    個 々 の 所 見個 々 の 所 見個 々 の 所 見個 々 の 所 見によりによりによりにより 2a,32a,32a,32a,3にしてよいにしてよいにしてよいにしてよい    3333aaaa    良性，良性，良性，良性，但し但し但し但し悪性を否悪性を否悪性を否悪性を否定できない・定できない・定できない・定できない・要精密要精密要精密要精密検査検査検査検査    
存在診断は確実で悪性存在診断は確実で悪性存在診断は確実で悪性存在診断は確実で悪性を否定できない所見を否定できない所見を否定できない所見を否定できない所見（良（良（良（良性でも治療を要する所性でも治療を要する所性でも治療を要する所性でも治療を要する所見）見）見）見）    胃がん以外；胃がん以外；胃がん以外；胃がん以外；胃過形成性ポリープ胃過形成性ポリープ胃過形成性ポリープ胃過形成性ポリープ（（（（2cm2cm2cm2cm 以上），胃腺腫以上），胃腺腫以上），胃腺腫以上），胃腺腫疑い疑い疑い疑い，胃潰瘍，，胃潰瘍，，胃潰瘍，，胃潰瘍，胃粘膜下腫瘍，鳥肌胃炎、胃粘膜下腫瘍，鳥肌胃炎、胃粘膜下腫瘍，鳥肌胃炎、胃粘膜下腫瘍，鳥肌胃炎、胃静脈瘤胃静脈瘤胃静脈瘤胃静脈瘤などなどなどなど    悪 性 の 可 能悪 性 の 可 能悪 性 の 可 能悪 性 の 可 能性は性は性は性は 10101010％以％以％以％以下を想定下を想定下を想定下を想定    3333bbbb    悪性の可能性を疑うが、悪性の可能性を疑うが、悪性の可能性を疑うが、悪性の可能性を疑うが、存在診断または質的診存在診断または質的診存在診断または質的診存在診断または質的診断が不確実な所見断が不確実な所見断が不確実な所見断が不確実な所見    悪性を否定できない間接所見、不確悪性を否定できない間接所見、不確悪性を否定できない間接所見、不確悪性を否定できない間接所見、不確実所見実所見実所見実所見    
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4444    悪性の可能性悪性の可能性悪性の可能性悪性の可能性・至急・至急・至急・至急精密検査精密検査精密検査精密検査    悪性の可能性悪性の可能性悪性の可能性悪性の可能性を考慮すを考慮すを考慮すを考慮するるるる所見（良性でも至急に所見（良性でも至急に所見（良性でも至急に所見（良性でも至急に治療を要する所見）治療を要する所見）治療を要する所見）治療を要する所見）    胃癌疑い，胃粘膜下腫瘍（胃癌疑い，胃粘膜下腫瘍（胃癌疑い，胃粘膜下腫瘍（胃癌疑い，胃粘膜下腫瘍（2cm2cm2cm2cm 以上以上以上以上か陥凹を伴う）か陥凹を伴う）か陥凹を伴う）か陥凹を伴う）    悪 性 の 可 能悪 性 の 可 能悪 性 の 可 能悪 性 の 可 能性は性は性は性は 50505050％前％前％前％前後を想定後を想定後を想定後を想定    5555    悪性悪性悪性悪性・至急精密検査・至急精密検査・至急精密検査・至急精密検査    悪性がほぼ確実と考え悪性がほぼ確実と考え悪性がほぼ確実と考え悪性がほぼ確実と考えられる所見られる所見られる所見られる所見    胃癌胃癌胃癌胃癌およびおよびおよびおよび胃粘膜下腫瘍（胃粘膜下腫瘍（胃粘膜下腫瘍（胃粘膜下腫瘍（5cm5cm5cm5cm をこをこをこをこえるえるえるえる））））    悪 性 の 可 能悪 性 の 可 能悪 性 の 可 能悪 性 の 可 能性は性は性は性は 80%80%80%80%以上以上以上以上を想定を想定を想定を想定    6666    消化管外病変消化管外病変消化管外病変消化管外病変    消化管外で精査を要す消化管外で精査を要す消化管外で精査を要す消化管外で精査を要する所見る所見る所見る所見    肝・胆・膵腫瘍による壁外性圧排，肝・胆・膵腫瘍による壁外性圧排，肝・胆・膵腫瘍による壁外性圧排，肝・胆・膵腫瘍による壁外性圧排，胆嚢結石，腎結石など胆嚢結石，腎結石など胆嚢結石，腎結石など胆嚢結石，腎結石など    適 切 な 検 査適 切 な 検 査適 切 な 検 査適 切 な 検 査法 を 記 載 す法 を 記 載 す法 を 記 載 す法 を 記 載 するるるる     ※注意 （２（２（２（２aaaa））））    胃底腺ポリープ：ヘリコバクター・ピロリ陰性胃に多い，癌化はごく稀。胃底腺ポリープ：ヘリコバクター・ピロリ陰性胃に多い，癌化はごく稀。胃底腺ポリープ：ヘリコバクター・ピロリ陰性胃に多い，癌化はごく稀。胃底腺ポリープ：ヘリコバクター・ピロリ陰性胃に多い，癌化はごく稀。読影医の判断で１と判定読影医の判断で１と判定読影医の判断で１と判定読影医の判断で１と判定してもさしつかえない。してもさしつかえない。してもさしつかえない。してもさしつかえない。例外は例外は例外は例外は 100100100100 個以上といわれる家族性大腸腺腫症個以上といわれる家族性大腸腺腫症個以上といわれる家族性大腸腺腫症個以上といわれる家族性大腸腺腫症である。である。である。である。            胃・十二指腸潰瘍瘢痕：十二指腸潰瘍は相対的にリスクが低い。胃・十二指腸潰瘍瘢痕：十二指腸潰瘍は相対的にリスクが低い。胃・十二指腸潰瘍瘢痕：十二指腸潰瘍は相対的にリスクが低い。胃・十二指腸潰瘍瘢痕：十二指腸潰瘍は相対的にリスクが低い。    胃潰瘍瘢痕は胃潰瘍瘢痕は胃潰瘍瘢痕は胃潰瘍瘢痕は 2b2b2b2b として，悪性を否定できない場合はとして，悪性を否定できない場合はとして，悪性を否定できない場合はとして，悪性を否定できない場合は胃陥凹性病変として３胃陥凹性病変として３胃陥凹性病変として３胃陥凹性病変として３aaaa に判定する。に判定する。に判定する。に判定する。    食道裂孔ヘルニア：ヘリコバクター・ピロリ陰性と想定される胃では食道胃接合部における逆流の食道裂孔ヘルニア：ヘリコバクター・ピロリ陰性と想定される胃では食道胃接合部における逆流の食道裂孔ヘルニア：ヘリコバクター・ピロリ陰性と想定される胃では食道胃接合部における逆流の食道裂孔ヘルニア：ヘリコバクター・ピロリ陰性と想定される胃では食道胃接合部における逆流の有無に留意し，稀ながらバレット腺癌を念頭に置く。有無に留意し，稀ながらバレット腺癌を念頭に置く。有無に留意し，稀ながらバレット腺癌を念頭に置く。有無に留意し，稀ながらバレット腺癌を念頭に置く。    胃・十二指腸憩室：基本的に胃・十二指腸憩室：基本的に胃・十二指腸憩室：基本的に胃・十二指腸憩室：基本的に放放放放置可能置可能置可能置可能であり、読影医の判断でであり、読影医の判断でであり、読影医の判断でであり、読影医の判断で 1111 と判定してと判定してと判定してと判定してもさしつかえない。もさしつかえない。もさしつかえない。もさしつかえない。        （２（２（２（２ｂｂｂｂ））））    慢性胃炎：ヘリコバクター・ピロリ慢性胃炎：ヘリコバクター・ピロリ慢性胃炎：ヘリコバクター・ピロリ慢性胃炎：ヘリコバクター・ピロリ感染感染感染感染（既（既（既（既感染感染感染感染をををを含む含む含む含む）による萎縮性変化を疑うもの。）による萎縮性変化を疑うもの。）による萎縮性変化を疑うもの。）による萎縮性変化を疑うもの。受受受受診診診診者者者者へへへへははははリーリーリーリーフフフフレットレットレットレットのののの配布配布配布配布など胃がんリスクになど胃がんリスクになど胃がんリスクになど胃がんリスクに関連関連関連関連するするするする注注注注意意意意喚起喚起喚起喚起をををを行行行行う。う。う。う。    このうこのうこのうこのうちちちち、、、、特特特特に形に形に形に形態態態態的に的に的に的に特徴特徴特徴特徴がある鳥肌胃炎はがある鳥肌胃炎はがある鳥肌胃炎はがある鳥肌胃炎は 3a3a3a3a とする（とする（とする（とする（3a3a3a3a のののの項項項項）。）。）。）。皺襞肥厚型皺襞肥厚型皺襞肥厚型皺襞肥厚型胃炎・胃炎・胃炎・胃炎・高度高度高度高度萎縮性萎縮性萎縮性萎縮性胃炎は胃炎は胃炎は胃炎は将来将来将来将来的に的に的に的に癌癌癌癌がががが発生発生発生発生するリスクするリスクするリスクするリスクがががが高高高高いとされるたいとされるたいとされるたいとされるためめめめ、病、病、病、病名名名名を記載することがを記載することがを記載することがを記載することが望望望望ましい。ましい。ましい。ましい。    胃過形成性ポリープ：萎縮性変化を背景に胃過形成性ポリープ：萎縮性変化を背景に胃過形成性ポリープ：萎縮性変化を背景に胃過形成性ポリープ：萎縮性変化を背景に生じ生じ生じ生じているポリープで悪性化はているポリープで悪性化はているポリープで悪性化はているポリープで悪性化は 1111----4%4%4%4%とされる。とされる。とされる。とされる。特特特特にににに 2cm2cm2cm2cm以上は癌化の可能性が以上は癌化の可能性が以上は癌化の可能性が以上は癌化の可能性が高高高高いとされるたいとされるたいとされるたいとされるためめめめ、、、、3a3a3a3a 以上とする。所見に以上とする。所見に以上とする。所見に以上とする。所見に応じ応じ応じ応じて病て病て病て病名名名名をををを隆起隆起隆起隆起性病変、性病変、性病変、性病変、判定を判定を判定を判定を4444 またはまたはまたはまたは 5555 と判定してよい。と判定してよい。と判定してよい。と判定してよい。        （３（３（３（３aaaa））））    胃粘膜下腫瘍：胃粘膜下腫瘍：胃粘膜下腫瘍：胃粘膜下腫瘍：小小小小さくともさくともさくともさくとも初回初回初回初回はははは原則原則原則原則精密検査対精密検査対精密検査対精密検査対象象象象，大きさ・陥凹の有無に，大きさ・陥凹の有無に，大きさ・陥凹の有無に，大きさ・陥凹の有無に応じ応じ応じ応じて３て３て３て３aaaa，，，，４４４４、、、、５５５５ととととランランランランククククづづづづけする。けする。けする。けする。5cm5cm5cm5cm 以上のものは以上のものは以上のものは以上のものは 5555 と判定する。と判定する。と判定する。と判定する。検査検査検査検査方方方方法は内視鏡法は内視鏡法は内視鏡法は内視鏡単独単独単独単独でなく，でなく，でなく，でなく，初回初回初回初回からからからから超音波超音波超音波超音波内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡(EUS)(EUS)(EUS)(EUS)をををを併用併用併用併用することがすることがすることがすることが望望望望ましい。ましい。ましい。ましい。    鳥肌胃炎：鳥肌胃炎：鳥肌胃炎：鳥肌胃炎：未未未未分化分化分化分化型型型型胃癌の胃癌の胃癌の胃癌の危険因子危険因子危険因子危険因子といわれるたといわれるたといわれるたといわれるためめめめ，，，，除菌勧奨除菌勧奨除菌勧奨除菌勧奨・管・管・管・管理理理理検診への検診への検診への検診への誘導誘導誘導誘導を考慮してを考慮してを考慮してを考慮して 3a3a3a3aとする。とする。とする。とする。    胃潰瘍：胃潰瘍：胃潰瘍：胃潰瘍：画像画像画像画像的に良性確実と的に良性確実と的に良性確実と的に良性確実と思思思思われる場合も至急われる場合も至急われる場合も至急われる場合も至急受受受受診が診が診が診が望望望望ましい場合はましい場合はましい場合はましい場合はそそそそのののの旨旨旨旨をををを別別別別記する。記する。記する。記する。        （（（（3b3b3b3b））））    悪性を否定できない間接所見、不確実所見：明確な悪性を否定できない間接所見、不確実所見：明確な悪性を否定できない間接所見、不確実所見：明確な悪性を否定できない間接所見、不確実所見：明確な隆起隆起隆起隆起、陥凹がとらえられない所見であるが、、陥凹がとらえられない所見であるが、、陥凹がとらえられない所見であるが、、陥凹がとらえられない所見であるが、辺辺辺辺縁縁縁縁不不不不整や整や整や整や粘膜不粘膜不粘膜不粘膜不整整整整などで悪性の可能性を考慮するもの。存在診断がなどで悪性の可能性を考慮するもの。存在診断がなどで悪性の可能性を考慮するもの。存在診断がなどで悪性の可能性を考慮するもの。存在診断がやややややややや不確実不確実不確実不確実だだだだが、が、が、が、存在するとす存在するとす存在するとす存在するとすれれれればばばば悪性の可能性が悪性の可能性が悪性の可能性が悪性の可能性が高高高高い場合はい場合はい場合はい場合は 3b3b3b3b とする。また、病変存在が確実と判断した場合にはとする。また、病変存在が確実と判断した場合にはとする。また、病変存在が確実と判断した場合にはとする。また、病変存在が確実と判断した場合には原則原則原則原則としてとしてとしてとして3a3a3a3a、、、、4444、、、、5555 のいのいのいのいずずずずれかれかれかれかに分に分に分に分類類類類するが、するが、するが、するが、そそそその判断の判断の判断の判断がががが難しい場合には難しい場合には難しい場合には難しい場合には 3b3b3b3b とする。とする。とする。とする。    
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 ◆◆◆◆術術術術後胃の後胃の後胃の後胃の取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて     胃がんの術後例に対しては，医療機関で診療としての定期的検査が望ましい。がん告知が一般的でなかった時代に手術されている場合は, 病名を理解していない可能性があることを勘案しなければならない。また，胃潰瘍・十二指腸潰瘍における手術例はヘリコバクター・ピロリ菌関連疾患である場合が多く，胃がんリスク群として取り扱うことが望ましい。    ◆◆◆◆二重読影の実二重読影の実二重読影の実二重読影の実際際際際についてについてについてについて     二名の読影医で行う場合，独立して読影を行うことを原則とし，両者の所見が異なる場合は, 後に読影した医師（二次読影医）が最終決定を行う。可能な状況であれば，討論の上で決定するが，不可能な場合は二次読影医の責任において決定する。また，二名のうち，一名は日本消化器がん検診学会認定医とする。  ◆◆◆◆バリバリバリバリウム凝集ウム凝集ウム凝集ウム凝集のののの問題問題問題問題についてについてについてについて     胃がん検診に用いる造影剤（主成分：硫酸バリウム）が入れ歯安定剤と反応し，凝集を生じて診断に支障をきたす場合がある。必ず生じるものではなく,バリウム製剤，入れ歯安定剤の種類によっては反応しないものもあり，また受診者の安定剤の使用状況など個人差も大きいとされている。例外なく予防するためには前日から入れ歯安定剤の使用を控えてもらうことが必要であり，他府県の自治体の検診では受診者への注意事項にその旨が記載されている場合がある。但し,高齢者の割合によっては、入れ歯安定剤の禁止は現実的でない可能性があり、各自治体で検診担当施設と十分打ち合わせを行うことが望ましい。                       
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 （別添）胃がん検診のためのチェックリスト（市区町村用） - 集団検診・個別検診 平成 28年 4 月 解説： ① このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）を指す ② 市区町村が単独で実施できない項目については、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）と連携して行うこと※ ③ このチェックリストをもとに調査を行う場合、市区町村が把握できない項目については、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）に確認して回答すること※ ※ 特に個別検診の場合  1. 検診対象者の情報管理 (1) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか ※ 前年度受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である (2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか (3) 対象者数（推計でも可）を把握しているか 2. 受診者の情報管理 (1) 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか (2) 過去 5 年間の受診歴を記録しているか 3. 受診者への説明、及び要精検者への説明 (1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト 1.受診者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか※ ※ 検診機関が資料を作成し、配布している場合：市区町村は資料内容をあらかじめ 確認し、全項目が記載されていれば配布を省いてもよい (2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）※の一覧を提示しているか ※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること 4. 受診率の集計 解説：過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は過去 3 年間に受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す (1) 受診率を集計しているか (1-a) 受診率を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか (1-b) 受診率を検診機関別に集計※しているか ※ 受診率算定の分母は市区町村の全対象者数、分子は当該検診機関の受診者数 (1-c) 受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか 5. 要精検率の集計 解説：過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は過去 3 年間に受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す (1) 要精検率を集計しているか (1-a) 要精検率を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか (1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか (1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか 
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6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨 (1) 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見と病理組織検査結果など）を把握しているか ※ 精密検査（治療）結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す (2) 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果が不明の者については、本人※もしくは精密    検査機関への照会等により、結果を確認しているか ※本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4 つ全てが本人から申告される必要がある (3) 個人毎の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を、市区町村、検診機関（医療機関）、精密検査機関が共有しているか (4) 過去 5 年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録しているか (5) 精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義注 1 に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか (6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか 7. 精検受診率、がん発見率、早期がん割合、陽性反応適中度の集計 解説： ①いずれも、胃部エックス線検査の受診者または胃内視鏡検査の受診者/総受診者別に集計すること ②過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は過去 3 年間に受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す (1) 精検受診率を集計しているか (1-a) 精検受診率を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか (1-b) 精検受診率を検診機関別に集計しているか (1-c) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか (1-d) 精検未受診率と未把握率を定義注 1 に従って区別し、集計しているか (2) がん発見率を集計しているか (2-a) がん発見率を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか (2-b) がん発見率を検診機関別に集計しているか (2-c) がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか (3) 早期がん割合（原発性のがん数に対する早期がん数）を集計しているか (3-a) 早期がん割合を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか (3-b) 早期がん割合を検診機関別に集計しているか (3-c) 早期がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか (3-d) 早期がんのうち、粘膜内がん数を区別して集計しているか (4) 陽性反応適中度を集計しているか (4-a) 陽性反応適中度を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか (4-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか (4-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか 8. 地域保健・健康増進事業報告 (1) がん検診結果や精密検査結果の最終報告（地域保健・健康増進事業報告）を行っているか (2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、医師会など）に報告を求めているか 
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(2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか (3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、精密検査機関、医師会など）に報告を求めているか (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか 9. 検診機関（医療機関）の質の担保 解説（再掲）： ① このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）を指す ② 市区町村が単独で実施できない項目については、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）と連携して行うこと※ ③ このチェックリストをもとに調査を行う場合、市区町村が把握できない項目については、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）に確認して回答すること※ ※ 特に個別検診の場合 (1) 委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※ ※ もしくは仕様書の代わりに、自治体（都道府県/市区町村）の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい (1-a) 仕様書（もしくは実施要綱）の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」注 2 を満たしているか (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書（もしくは実施要綱）の内容が遵守されたことを確認しているか (2) 検診機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバックしているか※ ※ 冒頭の解説のとおり、市区町村が単独で実施できない場合は、関係機関（都道府県、検診機関、医師会等）と連携して行うこと。下記(2-a)、(2-b)、(2-c)も同様 (2-a) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしているか (2-b) 検診機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか (2-c) 上記の結果をふまえ、課題のある検診機関（医療機関）に改善策をフィードバックしているか 注 1 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添 6 参照 注 2 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添 8 参照（なお、別添 8 は平成 28 年 4 月改定版に差し替える）       
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 （別添）胃がん検診のためのチェックリスト（検診実施機関用） - 集団検診・個別検診 平成28年4月 解説： ① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、「実際に検診を行う個々の検診機関（医療機関）」である ② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること 〔このチェックリストにより調査を行う際の考え方〕 ① 基本的には、実際の検診を行う個々の検診機関（医療機関）が回答する ② 自治体※や医師会主導で行っている項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項目）については、あらかじめ、自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に回答を通知することが望ましい※※ ただし医師会等が全項目を統一して行っている場合は、医師会等が一括して回答しても構わない ※ このチェックリストで「自治体」と表記した箇所は、「都道府県もしくは市区町村」と解釈すること（どちらかが実施していればよい） ※※ 特に個別検診の場合  1. 受診者への説明 解説： ① 下記の6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること（ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする） ② 資料は基本的に受診時に配布する※ ※ 市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい またチェックリストによる調査の際は、「実施している」と回答してよい (1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明しているか (2) 精密検査の方法について説明しているか（胃部エックス線検査の精密検査としては胃内視鏡検査を行うこと、及び胃内視鏡検査の概要など。胃内視鏡検査の精密検査としては生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要など） (3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明しているか※ ※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる（個人情報保護法の例外事項として認められている） (4) 検診の有効性（胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査による胃がん検診は、死亡率減少効果があること）に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明しているか (5) 検診受診の継続（隔年※）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明しているか ※ ただし当分の間、胃部エックス線検査については、年1 回受診しても差し支えない (6) 胃がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか 2. 問診、胃部エックス線撮影、胃内視鏡検査の精度管理 (1) 検診項目は、問診に加え、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれか※としているか ※ 受診者に、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれかを選択させること (2) 問診は現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取しているか (3) 問診記録は少なくとも5 年間は保存しているか (4) 胃部エックス線撮影の機器の種類を仕様書※で明らかにし、日本消化器がん検診学会の定める仕様基準注1を満たしているか ※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと（仕様書以外でも何らかの
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形で委託元市区町村に報告していればよい） (5) 胃部エックス線撮影の枚数は最低8 枚とし、仕様書にも撮影枚数を明記しているか (6) 胃部エックス線撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式注1 によるものとし、仕様書に体位及び方法を明記しているか (7) 胃部エックス線撮影において、造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に（180～220W/V%の高濃度バリウム、120～150ml とする）保つとともに、副作用等の事故に注意しているか (8) 胃部エックス線撮影に携わる技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を取得しているか※ ※ 撮影技師が不在で医師が撮影している場合は除く (9) 自治体や医師会等から求められた場合、胃部エックス線撮影に携わる技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数を報告しているか※ ※ 撮影技師が不在で、医師が撮影している場合は報告不要である (10) 胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件は、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マニュアル注2を参考にし、仕様書に明記しているか 3. 胃部エックス線読影の精度管理 解説：二重読影と比較読影(1)～(3)について ① 外部（地域の読影委員会等）に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認すること ② 自治体や医師会等が委託先を指定している場合は、自治体や医師会等が代表して委託先の状況を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい ③ 自治体や医師会等が把握していない場合は、検診機関が直接委託先に確認すること (1) 自治体や医師会等から求められた場合、読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医数を報告しているか (2) 読影は二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認定医であるか (3) 必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影しているか (4) 胃部エックス線画像は少なくとも5 年間は保存しているか (5) 胃部エックス線による検診結果は少なくとも5 年間は保存しているか 4. 胃内視鏡画像の読影の精度管理 (1) 胃内視鏡画像の読影に当たっては、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マニュアル注2を参考に行っているか (2) 胃内視鏡検診運営委員会（仮称）、もしくはそれに相当する組織が設置する読影委員会により、ダブルチェック※を行っているか ※ ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の読影委員会のメンバーが内視鏡画像のチェックを行うことである。ただし、専門医※※が複数勤務する医療機関で検診を行う場合には、施設内での相互チェックをダブルチェックの代替方法とすることができる注2 ※※ 専門医の条件（資格）は下記(3)参照 (3) 読影委員会のメンバーは、日本消化器がん検診学会認定医、あるいは日本消化器内視鏡学会専門医の資格を取得しているか (4) 胃内視鏡画像は少なくとも5 年間は保存しているか (5) 胃内視鏡検査による検診結果は少なくとも5 年間は保存しているか 5. システムとしての精度管理 解説： ① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること ② 自治体や医師会主導で実施している項目（自治体や医師会しか状況を把握できない項目）については、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関（医療機関）に実施状況を通知することが望ましい※ ※ 特に個別検診の場合 (1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4 週間以内になされているか (2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しているか ※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す 
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(3) 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見と病理組織検査結果など）について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めているか ※ 精密検査（治療）結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す (4) 撮影や読影向上のための検討会や委員会※（自施設以外の胃がん専門家※※を交えた会）を設置しているか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加しているか ※ 胃内視鏡では、胃内視鏡検診運営委員会（仮称）、もしくはそれに相当する組織を指す。 ※※ 当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家 (5) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握※しているか ※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握すること。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である (6) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っているか。また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努めているか 注1 胃部エックス線撮影法及び撮影機器の基準は、日本消化器がん検診学会発行「新・胃X 線撮影法ガイドライン改訂版（2011）」を参照 注2 日本消化器がん検診学会発行「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル2015 年度版」を参照 
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胃がん検診（集団検診方法）フロー・チャート胃がん検診（集団検診方法）フロー・チャート胃がん検診（集団検診方法）フロー・チャート胃がん検診（集団検診方法）フロー・チャート

⑦精密検査 ⑧精密検査⑩精密検査結果説明 の依頼 の結果報告 精密検査医療機関登録

①受診申込⑥受診結果等の指導 ⑫検診結果報告⑪精密検査結果等の指導 村

受

 

診

 

者

健

所

奈良県がん予防対策推進委員会
⑬結果報告

 ④受診（問診票自己記入）
保

町

精密検査医療機関

　④検査 　③検査受託 　⑤検査結果報告
検診実施機関②検査委託市町村の確認

  ⑨精密検査結果報告
市 (健康づくり推進課)

奈

良

県
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胃がん検診（個別検診方法）フロー・チャート胃がん検診（個別検診方法）フロー・チャート胃がん検診（個別検診方法）フロー・チャート胃がん検診（個別検診方法）フロー・チャート⑧精密検査結果説明 ⑦精密検査の依頼⑨精密検査結果報告 精密検査医療機関登録⑤結果報告・請求書の提出 委⑩精密検査結果報告 託契約⑥支払④結果通知及び指導⑪精密検査結果の指導 　①受診申込②受診票の交付（④結果通知）⑫精密検査結果の指導

医療機関

読影委員会

（

健

康

づ

く

り

推

進

課

）

所

保

市

町

村

⑬検診結果報告 ⑭結果報告
健

精密検査医療機関

（胃内視鏡検査が可能な医療機関）

奈良県がん予防

受　診　者
奈

良

県

対策推進委員会
③受診
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様式１ 平成　　年　　月　　日実施 検診場所 検診機関名㊙ 精密検査 重篤な偶発症指示区分 精密検査 予約日時 の有無医療機関名該当結果に○印 (月 日、時 分) 検診中／検診後男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６上記のとおり　健康増進法適用 名 診断医師名 照射指示医師名以外の者 名 受診したことを確認します。 診断医師名 診療放射線技師名照射方法実施市町村又は事業所住所 検査機関住所実施市町村又は事業所責任者氏名 検査機関責任者氏名※重篤な偶発症について 診断・指示区分　　　　　　                     ０： 評   価   困   難： 病変存在の判定が困難（追加検査必要、０ａ：Ｘ線検査、０ｂ：内視鏡検査）検査中または検査後に明らかに検査に起因すると考え 　　　　　                     　１： 異常なし：精密検査不要られる偶発症（入院を要するものみ限る）について記載 　　　　　　                     ２： 良性： ２ａ：精密検査不要、２ｂ：（　）ヶ月後経過観察してください。（例：検査中の転倒による骨折、バリウム 　　　　　　                     ３： 良性、但し悪性を否定できず：精密検査起因性ショック、検査後のイレウス、腹膜炎等） (3a：存在診断確実または良性でも治療必要、3b：存在または質的診断不確実）　　　　　　                     ４： 悪性の可能性(または疑い)　：至急精密検査　　　　　                     　５： 悪性（確診）　：至急精密検査　　　　　                     　６： 消化管外病変：精密検査（適切な検査法を明記））

胃がん（X線）集団検診受診者名簿（兼）結果通知書 市町村名又は事業所名電話番号 所見氏名Ｘ線番号 生年月日 年齢 性別 住所又は事業所名
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様式２（２枚複写）　　　様式２－１　（検診医療機関控）　　　様式２－２　（市町村用） 太枠内に記入またはあてはまる項目に○をつけて、受付へ提出してください。（注）妊娠中または妊娠の疑いのある人は受けられません。受付番号ふりがな氏名１） ない・ある 検診車で受診（平成　　　　　年）　　医療機関で受診（平成　　　年　　　月）検診の結果は：異常なし・精密検査　（その結果：　　　　　　　　　　　　　）造影剤（バリウム）で気分が悪くなったことがありますか：　ある　　ない２） ない・ある １．胃潰瘍　２．胃ポリープ　３．胃炎　４．胃がん　５．十二指腸潰瘍 ６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）現在（　　　　　　　　　　）の治療中・経過観察中以前（　　　　　　　　　　）の治療（手術）をした（　　　　　歳の時）３） ない・ある （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）４） ない・ある５） ない・ある １．（　　　）年前に除菌確認済み　２．除菌不成功　３．除菌未判定　　６ ない・ある １．高血圧　２．心疾患（狭心症・心筋梗塞・不整脈）　３．脳卒中（出血・梗塞）４．肺疾患　（結核・肺炎・肺腫瘍）　５．肝炎　６．膵炎　７．胆石症　８．腎結石９．腸疾患（腸炎・ポリープ）　１０．糖尿病　１１．その他（　　　　　　　　　　）その病気の治療は：現在治療中・治療終了　（治療・経過観察中）７）　 ない・ある どんなとき： １．空腹時　２．食後　３．常に痛む　４．その他（　　　　　　　　）どのあたりが：１．みぞおち　２．右上腹部　３．左上腹部　４．へそ部周辺５．下腹部　６．その他（　　　　　　）どのような： １．強い　２．軽い　３．鈍い　４．その他（　　　　　　　）８） ない・ある １．胃が重い　（もたれる）　２．むねやけ　３．吐き気　４．食欲不振５．おなかがはる　６．やせてきた　７．その他（　　　　　　　）９）　 ない・ある １．毎日（酒　　　合・ビール　　　本）　　　　　　　　　（　　　　　）年間２．１週間に（　　　　）回（酒　　　合・ビール　　　本） (　　　　　）年間１０）　 ない・ある １．毎日　　　　　　本 （　　　　）年間２．ときどき　　　　本 （　　　　）年間１１）　 ない・ある
※検診中または検診後に明らかに検査に起因すると考えられる偶発症（入院を要するものに限る）について記載してください。（例：検査中の転倒による骨折、バリウム起因性ショック、検査後のイレウス、腹膜炎等）部位部位部位部位  所見 所見 所見 所見 病名（疑）病名（疑）病名（疑）病名（疑）□上部 □ 陰影欠損 □６消化管外病変：精密検査 □□ 胃隆起性病変□中部 □ 透亮像    または正面像） 　適切な検査法を明記 □□ 胃陥凹性病変□下部 □ 不整陥凹  　(　　　　　　    　　） □□ 胃粘膜下腫瘍□大彎 □ ニッシェ □５悪性(確診）：至急精密検査 □□ 慢性胃炎□小彎 □ バリウム斑 □４悪性の可能性（または疑い） □□ （　          　）□前壁 □ ひだ集中 □□ 鳥肌胃炎□後壁 □ ひだ肥大 （半臥位） □３良性、但し、悪性を否定できず□□ 胃ポリープ□球部 □ ひだ消失 □□ 胃潰瘍□下行脚 □ ひだ分布縮小   □３a：精密検査不要　存在診断確実または良性 □□ 胃潰瘍瘢痕□（　　　　） □ 粘膜不整 （振り分け） でも治療必要 □□ 十二指腸潰瘍□ 辺縁不整   □３b：（　）ヶ月後経過観察存在または質的診断不確実□□ 十二指腸潰瘍瘢痕□ 辺縁硬化    または正面位） □２ 良性 □□ 食道裂孔ヘルニア□ 辺縁陥入   □２a：精密検査不要　 □□ （　）憩室□ 変形 　　（　　　　　　　　　　　）  □２b：（　）ヶ月後経過観察 □□ 静脈瘤□ 消化管外病変 □１異常なし □□ 胆石□ （　  　　） □０評価困難（追加検査必要） □□ 消化管外病変  □０a：Ｘ線検査　　　 □□ （　          　）  □０b：内視鏡検査1 2診断医師名:

□（　　　　） □ 立位二重造影（第一斜位□ その他検診機関：
：至急精密検査□幽門部□十二指腸 □ 右側臥位二重造影像 ：精密検査□消化管外 □ 背臥位二重造影第二斜位□胃体部 □ 背臥位二重造影第二斜位□胃角部 □ 腹臥位二重造影（頭低位）□前庭部 □ 腹臥位二重造影第一斜位□食道 □ 背臥位二重造影（正面位□穹隆部□噴門部 □ 背臥位二重造影第一斜位

精密検査が必要となった場合の受診予定登録医療機関名 病院（医院）以下医師記入欄【検診中/検診後の重篤な偶発症】無　・　有（具体的内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                　　　　）位置位置位置位置 撮影体位撮影体位撮影体位撮影体位 診断・指示区分診断・指示区分診断・指示区分診断・指示区分

胃の痛みがありますかその他の自覚症状がありますか飲酒の習慣がありますか喫煙の習慣がありますか血縁関係の方でがんにかかった方やがんで亡くなった方があれば、部位を記入ください。   父（　　　  　） 〔父方〕 祖父（　　  　　）　〔母方〕　祖父（　　　  　）  母（　　　  　） 　　　　 祖母（　  　　　）　　　　　　祖母（　  　　　)兄姉（　 　　 　）   　 　　叔父（　  　　　）　  　　　　叔父（　  　　　）弟妹（　　  　　）　　　    叔母（　　 　 　）　　　  　　叔母（　　  　　）

今までに胃の検診を受けたことがありますか今までに胃の病気にかかったことがありますか現在服用中の薬で胃に関するもの、痛み止めに関するものがあれば記載してください。ピロリ菌の検査を受けたことがありますか。４）で、｢ある｣に○をつけた方は、ピロリ菌の除菌療法を受けたことがありますか。胃以外に病気をされたことがありますか

　　胃がん検診（X線検診）票　　検診日　　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　レ線番号性別 　男・女  大正  ・ 昭和　　　  　年　 　　月　　　  日生　　　    満　   　　　歳住所 TEL 　　　　　　　（　　　）
秘
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様式３（3枚複写）様式3-1　（精密医療機関）様式3-2　（検診機関用）様式3-3　（市町村用）精密検査医療機関　殿 検査機関名TELふりがな 性 別氏名 男 ・ 女住所 電話番号：所見位置 部位 異常所見□食道 □上部 □ 陰影欠損 □０：評価困難：追加検査 (a :X線検査　b ：内視鏡検査）□穹隆部 □中部 □ 透亮像 □１：異常なし：精査不要□噴門部 □下部 □ 不整陥凹 □２a：良性：精査不要□胃体部 □大彎 □ ニッシェ □２b：良性：要経過観察　（　　　）ヵ月後再検査□胃角部 □小彎 □ バリウム班 □３a：精密検査：存在診断確実または良性でも治療必要□前庭部 □前壁 □ ひだ集中 □３b：精密検査：存在または質的診断不確実□幽門部 □後壁 □ ひだ肥大 □４：悪性の可能性（または疑い）：至急精密検査□十二指腸 □球部 □ ひだ消失 □５：悪性（確診）：至急精密検査□消化管外 □下行脚 □ ひだ分布縮小 □６：消化管外病変：精密検査（適切な検査名：     　　　　　　　　　）□（　　　　）□（　　　　）□ 粘膜不整□ 辺縁不整 □胃隆起性病変 □鳥肌胃炎 □十二指腸潰瘍□ 辺縁硬化 □胃陥凹性病変 □胃ポリープ □十二指腸潰瘍瘢痕□ 辺縁陥入 □胃粘膜下腫瘍 □胃潰瘍 □食道裂孔ヘルニア□ 変形 □慢性胃炎 □胃潰瘍瘢痕 □（　           　）憩室□ 消化管外病変 □静脈瘤 □消化管外病変 □（　　　　　　　　）□（　　　　）精密検査結果（精密検査実施医療機関記入欄）【上部消化管内視鏡検査】【上部消化管内視鏡検査】【上部消化管内視鏡検査】【上部消化管内視鏡検査】 施行年月日：　　　年　　　　月　　　　日所　見 施行医療機関名：生検結果Group　1     2    3    4    5診断名 123【精検中／精検後の重篤な偶発症】　【精検中／精検後の重篤な偶発症】　【精検中／精検後の重篤な偶発症】　【精検中／精検後の重篤な偶発症】　　無　・　有　（具体的な内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）【確定診断【確定診断【確定診断【確定診断】【事後管理区分【事後管理区分【事後管理区分【事後管理区分】 １．異常なし　　２．経過観察　　３．通院治療　　４．精検継続　　５．入院治療　治療（手術）依頼医療機関名： 　病院（医院） 診療科：　記載年月日：　　　年　　　月　　　日医療機関名：  医師名：

主要所見（スケッチ）
　　※精検中または精検後に明らかに検査に起因すると考えられる偶発症（入院を要する者に限る）について記載してください。（例：前投薬起因性ショック、消化管出血、（輸血や手術を要する程度）、消化管穿孔、腹膜炎等）１．異常なし ２．胃がん　推定深達度早期（粘膜内　粘膜下層）・進行・深達度不明）　３．胃がん以外の悪性腫瘍（リンパ腫・GIST・転移性腫瘍・その他）　４．胃腺腫　５．悪性以外の疾患　６．胃がんの疑いのある者または未確認７．胃以外の悪性病変であった者（咽喉頭がん・食道がん・十二指腸がん・十二指腸リンパ腫・その他）
※地方公共団体への精密検査の結果の情報提供は、「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン（平成22年9月17日改正）厚生労働省」において、本人の同意を得る必要はないとされています。

秘　胃がん検診（X線検診）確定診断票

　下記の方は、胃部Ｘ線検査の結果、精密検査となりましたので、ご高診下さるようお願いいたします。なお、お手数をおかけいたしますが、様式3-2および3-3を検診機関にご返送下さるように重ねてお願い申し上げます。生年月日 明・大・昭　　　　　年　　　　　月　　　　日　満歳診断・指示区分
所　見（疑）

（注意）精検予約日を2週間経過しても未受診の場合は、返送してくださ
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様式４㊙ 胃がん（X線）検診受付名簿（兼）結果名簿 　　　　 市町村名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）精密検査受付 受付 生年 受診 受診 指示区分 精密検査 予約日時 重篤な偶発症の有無番号 月日 月日 医療機関 月日 医療機関名該当結果に○印 (月 日、時 分) 検診中／検診後男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６男・女 ０・１・２（ａ・ｂ（  ）ヶ月後経過観察）・３（ａ・ｂ）・４・５・６診断・指示区分　　　　　　                     ０： 評   価   困   難： 病変存在の判定が困難（追加検査必要、０ａ：Ｘ線検査、０ｂ：内視鏡検査）　　　　　                     　１： 異常なし：精密検査不要　　　　　　                     ２： 良性： ２ａ：精密検査不要、２ｂ：（　）ヶ月後経過観察　　　　　　                     ３： 良性、但し悪性を否定できず：精密検査(3a：存在診断確実または良性でも治療必要、3b：存在または質的診断不確実）　　　　　　                     ４： 悪性の可能性(または疑い)　：至急精密検査　　　　　                     　５： 悪性（確診）　：至急精密検査　　　　　                     　６： 消化管外病変：精密検査（適切な検査法を明記））

電話番号 所見 備考氏名 年齢 性別 住所
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※個別検診における検診表は様式５、様式６－１　　様式６－２、様式７の４枚複写を１セット様式５様式５様式５様式５受付番号 明 男大  ・昭 女　　　電話　　　　　（　　　　）
上記の者の胃がん検診（X線検診）を依頼します。検診実施機関の長　　殿 　所  在  地　市町村長名
１．　この受診票は、本人以外は使用できません。２．次頁の㊙胃がん検診（X線検診）票（兼）結果票に記入の上、この受診票に円を添えて受診する医療機　　関の窓口に提出して下さい。３．　受診の際は、健康手帳を持参して下さい。４．　受診結果については、受診された医療機関でお聞き下さい。５．　受診の結果、精密検査または治療がいる場合は、健康保険証を必要としますので、持参して下さい。６．　有効期限内に受診して下さい。
胃がん検診（X線検診）受診者の心得１．受診の前日の夕夜は軽く食べて、夜８時以降は水以外は口にしないで下さい。２．受診当日の朝食は絶食で、食事・水・タバコ・その他は口にしないようにして下さい。３．その他受診を希望する医療機関と十分に相談の上受診下さい。

　　胃がん検診（X線検診） 受診票            年　　　 月　　 　日生　　満　　　 歳

受診される方は次のことに注意して下さい。
実施市町村

有 効 期 限

破線の下に下敷きを入れて記入してください。

ふ　　 り　　 が　 　な住　　　所電話番号あなたの氏　　　　　　　　　　名

平 成　　　    年      　　月 末
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様式６（２枚複写）　　　様式６－１　（検診医療機関控）　　　様式６－２　（市町村用） 太枠内に記入またはあてはまる項目に○をつけて、受付へ提出してください。（注）妊娠中または妊娠の疑いのある人は受けられません。受付番号ふりがな氏名１） ない・ある 検診車で受診（平成　　　　　年）　　医療機関で受診（平成　　　年　　　月）検診の結果は：異常なし・精密検査　（その結果：　　　　　　　　　　　　　）造影剤（バリウム）で気分が悪くなったことがありますか：　ある　　ない２） ない・ある １．胃潰瘍　２．胃ポリープ　３．胃炎　４．胃がん　５．十二指腸潰瘍 ６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）現在（　　　　　　　　　　）の治療中・経過観察中以前（　　　　　　　　　　）の治療（手術）をした（　　　　　歳の時）３） ない・ある （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）４） ない・ある５） ない・ある １．（　　　）年前に除菌確認済み　２．除菌不成功　３．除菌未判定　　６ ない・ある １．高血圧　２．心疾患（狭心症・心筋梗塞・不整脈）　３．脳卒中（出血・梗塞）４．肺疾患　（結核・肺炎・肺腫瘍）　５．肝炎　６．膵炎　７．胆石症　８．腎結石９．腸疾患（腸炎・ポリープ）　１０．糖尿病　１１．その他（　　　　　　　　　　）その病気の治療は：現在治療中・治療終了　（治療・経過観察中）７）　 ない・ある どんなとき： １．空腹時　２．食後　３．常に痛む　４．その他（　　　　　　　　）どのあたりが：１．みぞおち　２．右上腹部　３．左上腹部　４．へそ部周辺５．下腹部　６．その他（　　　　　　）どのような： １．強い　２．軽い　３．鈍い　４．その他（　　　　　　　）８） ない・ある １．胃が重い　（もたれる）　２．むねやけ　３．吐き気　４．食欲不振５．おなかがはる　６．やせてきた　７．その他（　　　　　　　）９）　 ない・ある １．毎日（酒　　　合・ビール　　　本）　　　　　　　　　（　　　　　）年間２．１週間に（　　　　）回（酒　　　合・ビール　　　本） (　　　　　）年間１０）　 ない・ある １．毎日　　　　　　本 （　　　　）年間２．ときどき　　　　本 （　　　　）年間１１）　 ない・ある
※検診中または検診後に明らかに検査に起因すると考えられる偶発症（入院を要するものに限る）について記載してください。（例：検査中の転倒による骨折、バリウム起因性ショック、検査後のイレウス、腹膜炎等）部位部位部位部位  所見 所見 所見 所見 病名（疑）病名（疑）病名（疑）病名（疑）□上部 □ 陰影欠損 □６消化管外病変：精密検査 □□ 胃隆起性病変□中部 □ 透亮像    または正面像） 　適切な検査法を明記 □□ 胃陥凹性病変□下部 □ 不整陥凹  　(　　　　　　    　　） □□ 胃粘膜下腫瘍□大彎 □ ニッシェ □５悪性(確診）：至急精密検査 □□ 慢性胃炎□小彎 □ バリウム斑 □４悪性の可能性（または疑い） □□ （　          　）□前壁 □ ひだ集中 □□ 鳥肌胃炎□後壁 □ ひだ肥大 （半臥位） □３良性、但し、悪性を否定できず□□ 胃ポリープ□球部 □ ひだ消失 □□ 胃潰瘍□下行脚 □ ひだ分布縮小   □３a：精密検査不要　存在診断確実または良性 □□ 胃潰瘍瘢痕□（　　　　） □ 粘膜不整 （振り分け） でも治療必要 □□ 十二指腸潰瘍□ 辺縁不整   □３b：（　）ヶ月後経過観察存在または質的診断不確実□□ 十二指腸潰瘍瘢痕□ 辺縁硬化    または正面位） □２ 良性 □□ 食道裂孔ヘルニア□ 辺縁陥入   □２a：精密検査不要　 □□ （　）憩室□ 変形 　　（　　　　　　　　　　　）  □２b：（　）ヶ月後経過観察 □□ 静脈瘤□ 消化管外病変 □１異常なし □□ 胆石□ （　  　　） □０評価困難（追加検査必要） □□ 消化管外病変  □０a：Ｘ線検査　　　 □□ （　          　）  □０b：内視鏡検査検診機関住所： 電話：検診医療機関名： 診断医師名：

□十二指腸 □ 右側臥位二重造影像 ：精密検査□消化管外 □ 背臥位二重造影第二斜位
診断医師名:
□（　　　　） □ 立位二重造影（第一斜位□ その他
□胃角部 □ 腹臥位二重造影（頭低位）□前庭部 □ 腹臥位二重造影第一斜位 ：至急精密検査□幽門部□穹隆部□噴門部 □ 背臥位二重造影第一斜位□胃体部 □ 背臥位二重造影第二斜位

以下医師記入欄【検診中/検診後の重篤な偶発症】無　・　有（具体的内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                　　　　）位置位置位置位置 撮影体位撮影体位撮影体位撮影体位 診断・指示区分診断・指示区分診断・指示区分診断・指示区分□食道 □ 背臥位二重造影（正面位
  父（　　　  　） 〔父方〕 祖父（　　  　　）　〔母方〕　祖父（　　　  　）  母（　　　  　） 　　　　 祖母（　  　　　）　　　　　　祖母（　  　　　)兄姉（　 　　 　）   　 　　叔父（　  　　　）　  　　　　叔父（　  　　　）弟妹（　　  　　）　　　    叔母（　　 　 　）　　　  　　叔母（　　  　　）精密検査が必要となった場合の受診予定登録医療機関名 病院（医院）

胃以外に病気をされたことがありますか胃の痛みがありますかその他の自覚症状がありますか飲酒の習慣がありますか喫煙の習慣がありますか血縁関係の方でがんにかかった方やがんで亡くなった方があれば、部位を記入ください。

今までに胃の病気にかかったことがありますか現在服用中の薬で胃に関するもの、痛み止めに関するものがあれば記載してください。ピロリ菌の検査を受けたことがありますか。４）で、｢ある｣に○をつけた方は、ピロリ菌の除菌療法を受けたことがありますか。

　　検診日　　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　レ線番号性別 　男・女  大正  ・ 昭和　　　  　年　 　　月　　　  日生　　　    満　   　　　歳住所 TEL 　　　　　　　（　　　）
　　胃がん検診（X線検診) (兼)　結果票

今までに胃の検診を受けたことがありますか
秘
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様式７　（市町村用）
男・女　　　電話　　　　　　　　　（　　　　　　　）

市町村名

殿

検査医療機関の住所　　　　　　　　　　 電話検査医療機関名診断医師名 診断医師名

 あなたの住　　　所　　　　　 　電話番号
胃がん検診（X線検診）委託料請求書

金　　　　　　　　　　　円也金　　　　　　　　　　　円也金　　　　　　　　　　　円也金　　　　　　　　　　　円也

 受付番号

但し、上記受診者の胃がん検診（X線検診）費用として請求します。

平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　

明大　　　年　　月　　日生　　　　満　　　歳昭 フリガナ 氏名
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様式８（3枚複写）様式8-1　（精密医療機関）様式8-2　（検診機関用）様式8-3　（市町村用）精密検査医療機関　殿 検査機関名TELふりがな 性 別氏名 男 ・ 女住所 電話番号：所見位置 部位 異常所見□食道 □上部 □ 陰影欠損 □０：評価困難：追加検査 (a :X線検査　b ：内視鏡検査）□穹隆部 □中部 □ 透亮像 □１：異常なし：精査不要□噴門部 □下部 □ 不整陥凹 □２a：良性：精査不要□胃体部 □大彎 □ ニッシェ □２b：良性：要経過観察　（　　　）ヵ月後再検査□胃角部 □小彎 □ バリウム班 □３a：精密検査：存在診断確実または良性でも治療必要□前庭部 □前壁 □ ひだ集中 □３b：精密検査：存在または質的診断不確実□幽門部 □後壁 □ ひだ肥大 □４：悪性の可能性（または疑い）：至急精密検査□十二指腸 □球部 □ ひだ消失 □５：悪性（確診）：至急精密検査□消化管外 □下行脚 □ ひだ分布縮小 □６：消化管外病変：精密検査（適切な検査名：     　　　　　　　　　）□（　　　　）□（　　　　）□ 粘膜不整□ 辺縁不整 □胃隆起性病変 □鳥肌胃炎 □十二指腸潰瘍□ 辺縁硬化 □胃陥凹性病変 □胃ポリープ □十二指腸潰瘍瘢痕□ 辺縁陥入 □胃粘膜下腫瘍 □胃潰瘍 □食道裂孔ヘルニア□ 変形 □慢性胃炎 □胃潰瘍瘢痕 □（　           　）憩室□ 消化管外病変 □静脈瘤 □消化管外病変 □（　　　　　　　　）□（　　　　　）精密検査結果（精密検査実施医療機関記入欄）【上部消化管内視鏡検査】【上部消化管内視鏡検査】【上部消化管内視鏡検査】【上部消化管内視鏡検査】 施行年月日：　　　年　　　　月　　　　日所　見 施行医療機関名：生検結果Group　1     2    3    4    5診断名 123【精検中／精検後の重篤な偶発症】　【精検中／精検後の重篤な偶発症】　【精検中／精検後の重篤な偶発症】　【精検中／精検後の重篤な偶発症】　　無　・　有　（具体的な内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）【確定診断【確定診断【確定診断【確定診断】【事後管理区分【事後管理区分【事後管理区分【事後管理区分】 １．異常なし　　２．経過観察　　３．通院治療　　４．精検継続　　５．入院治療　治療（手術）依頼医療機関名： 　病院（医院） 診療科：　記載年月日：　　　年　　　月　　　日医療機関名：  医師名：

主要所見（スケッチ）
　　※精検中または精検後に明らかに検査に起因すると考えられる偶発症（入院を要する者に限る）について記載してください。（例：前投薬起因性ショック、消化管出血、（輸血や手術を要する程度）、消化管穿孔、腹膜炎等）１．異常なし ２．胃がん　推定深達度早期（粘膜内　粘膜下層）・進行・深達度不明）　３．胃がん以外の悪性腫瘍（リンパ腫・GIST・転移性腫瘍・その他）　４．胃腺腫　５．悪性以外の疾患　６．胃がんの疑いのある者または未確認７．胃以外の悪性病変であった者（咽喉頭がん・食道がん・十二指腸がん・十二指腸リンパ腫・その他）
※地方公共団体への精密検査の結果の情報提供は、「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン（平成22年9月17日改正）厚生労働省」において、本人の同意を得る必要はないとされています。

秘　胃がん（X線検診）精密検査依頼書（兼）結果通知書

　下記の方は、胃部Ｘ線検査の結果、精密検査となりましたので、ご高診下さるようお願いいたします。なお、お手数をおかけいたしますが、様式8-2および8-3を検診機関にご返送下さるように重ねてお願い申し上げます。生年月日 明・大・昭　　　　　年　　　　　月　　　　日　満歳診断・指示区分
所　見（疑）

（注意）精検予約日を2週間経過しても未受診の場合は、返送してくださ
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様式９ 市町村名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
検診受 精密検査 精密検査診年月 検診 生年月日 受診 医療日 機関名 年月日 機関

男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女男・女

進行がん
胃がんの疑いのある者または未

確
認

十二指腸がん
十二指腸リンパ腫

その他
未
受
診

精　 密 　検 　査 　結 　果粘膜下層
GIST

転移性腫瘍
未
把
握

胃の悪性腫瘍であった者胃がん以外の悪性腫瘍
リンパ腫

深達度不明
その他

悪性以外の疾患
偶発症の有無精検中/精検後重篤な偶発症を確認

偶発症による死亡あり

㊙胃がん検診（X線検診）要精検者名簿

住所 早期がん
異常認めず

胃がん
備
考

胃以外の悪性病変であった者咽喉頭がん
食道がん

胃腺腫粘膜内
氏名 年齢 性別




